別表（第３条関係）

	補助対象
	対象内容

	防災知識の普及・啓発に

要すること
	・会議室利用料、講師謝金、研修参加費、

・パンフレット、看板、ポスター等、印刷製本費

・その他広報・啓発に係るもの

	防災訓練に要すること
	炊き出し訓練の材料費、訓練資機材の借上げ料等（但し食料費は除く）

	防災用資機材の整備・充実に

要すること
	（救出救助用資機材）

バール、ハンマー、ウィンチ、発動発電機、リヤカー、チェンソー、担架、防災テント、一輪車・台車、エンジンカッター、ジャッキ、防災マット、組織用救急セット、防災用毛布、強力ライト、無線機器、車椅子、自動体外式除細動器（AED）、スコップ、のこぎり、梯子・脚立、ロープ、掛矢、チェーンブロック、ゴムブロック、ゴムボート、斧、水中ポンプ、つるはし、とび口、鉄線バサミ、もっこ、丸太、ペンチ、なた、石み、鍬、土嚢袋

	
	（避難生活用資機材）

仮設トイレ、浄水器（ろ水機）、防災用簡易ベッド、鍋、やかん、拡声器、寝袋、間仕切り用板、卓上コンロ、コードリール、組み立て水槽、ビニールシート、ポリタンク、携帯缶、ラジオ、釜、燃料・乾電池、簡易トイレ

	
	（安全装備品）

防災服、防塵マスク、皮手袋、ケプラー手袋、標旗、腕章、安全靴、雨衣、ゴム長靴、ヘルメット


